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人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長

柴

田

一

宏

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

市
町
村

組

織
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員

市
町
村
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織

職

員

等

名

等

名

略

略

略

略

略

略

略

略

仙
北
市

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
次
長
、
参
事

仙
北
市

本

庁

議

会

事

務

局

局
長
、
次
長
、
参
事

市

長

部

局

部
長
、
医
療
連
携
政
策

市

長

部

局

部
長
、
医
療
連
携
政
策

監
、
地
方
創
生
・
総
合
戦

監
、
地
方
創
生
・
総
合
戦

略
統
括
監
、
次
長
、
危
機

略
統
括
監
、
次
長
、
危
機

管
理
監
、
市
民
セ
ン
タ
ー

管
理
監
、
地
域
セ
ン
タ
ー

所
長
、
研
究
所
長
、
課

所
長
、
研
究
所
長
、
課

長
、
参
事
、
事
務
長
、
室

長
、
参
事
、
事
務
長
、
室

長
、
所
長

長
、
所
長

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長
、
参

会

計

課

会
計
管
理
者
、
課
長
、
参

事

事
、
室
長

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
部
長
、
教
育
次
長
、

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
部
長
、
教
育
次
長
、

研
究
所
長
、
課
長

研
究
所
長
、
課
長
、
室

、
参
事

長
、
参
事

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長
、
参
事

選
挙
管
理
委
員
会
事

局
長
、
参
事

務
局

務
局

監
査
委
員
事
務
局

局
長

監
査
委
員
事
務
局

局
長
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農
業
委
員
会
事
務
局

局
長
、
参
事

農
業
委
員
会
事
務
局

局
長
、
参
事

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

略

三
種
・

略

略

能
代
市

略

略

八
峰
養

山
本
郡

護
老
人

養
護
老

ホ
ー
ム

人
ホ
ー

組
合

ム
組
合

略

略

略

略

略

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
能
代
市
山
本
郡
養
護
老
人
ホ
ー
ム
組
合
の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。


